
手 続 き

2524

07
保険証を 失く し たと き 　

出産で 仕事を 休んだと き

医療費が高額になっ たと き

家族を 扶養に入れると き

病気で 仕事を 休んだと き

立て替え払いをし たと き

氏名に変更があっ たと き

被保険者の資格を 失っ たと き

家族を 扶養から 外すと き

亡く なっ たと き

子ども が生まれたと き

すみやかに

5 日以内

5 日以内

すみやかに

5 日以内

「 健康保険被保険者証再交付申請書」と

「 健康保険被保険者証滅失届」を 提出

「 出産手当金請求書」に 、事業主の休業およ び 報酬支払の有無に関す

る 証明と 、医師または助産師の証明を 受けて提出

「 健康保険限度額適用・ 標準負担額減額認定申請書」を 提出

「 被扶養者( 異動)届」 に必要書類を 添えて 提出

「 傷病手当金請求書・ 同意書」に 、事業主の休業およ び 報酬支払の有

無に関する 証明と 、医師の“働けな い”と いう 意見を つけて提出

「 療養費支給申請書」 に、領収書を 添えて提出
※治療 用装 具、 はり・ きゅ う 、あんま・ マッ サージ な ど の費 用を 請求する と き は、 医師の同意 書

または意見書など を 添付

「 被扶養者( 異動)届」と 保険証を 提出

「 埋葬料（ 費） 請求書」 を 提出
※事業 主の証明を 得な いで 請求する 場 合は、 死亡診 断書、 埋葬 許可 証ま た は火 葬許可証のい

ずれかを 添付

※埋葬費の請求の場合は、 死亡証明のほかに 埋葬にかかっ た 費用の領収書およ び、その内訳の

明細書の写し を 添付

≪直接支払制度を 利用する 場合≫

ＦＲ 健保への手続き は不要です。

≪直接支払制度を 利用し な い 場合≫

「 出産育児一時金請求書」に医師・ 助産師または市区町村長の証明を

受けて、 添付書類と と も に提出
※添付書類は費用内訳の明細書、直接支払制度利用についての意思確認の書類等

※産科医 療補償制度に加入し て いる 医 療機関等で 出産し た 場 合はその証明印のある 領収書の

コ ピーも 添付

≪受取代理制度を 利用する 場合≫

「 出産育児一時金等支給申請書（ 受取代理用）」に 必要事項を 記入し 、

出産予定日まで2 カ 月以内であるこ と を 証明する 書類を 添えて提出

「 氏名変更届」と 保険証を 提出

※扶養者分も 併せて 返却が必要。

保険証は必ず返却
※扶養者分も 併せて返却が必要。

手続き が必要です

保険証・ 適用の手続き一覧

給付の請求手続き 一覧

会社（ 社会保険担当）へ提出

会社（ 社会保険担当）へ提出

FR健保へ提出

 

各種申請書等は

H Pより ダウン ロ ード してく ださ い


